
2008 年 7 月 24 日 

「暮らしの安全・安心、住民ｻｰﾋﾞｽの向上」「道産品の販路拡大」等、7 項目で協働事業 

北海道と包括連携協定を締結 
～ セブン-イレブン・ジャパンとイトーヨーカ堂、行政と初の同時締結 ～ 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン（代表取締役社長 最高執行責任者<COO>山口 俊郎） 

と株式会社イトーヨーカ堂（代表取締役社長 最高執行責任者<COO>亀井 淳）は、2008 年 
7 月 24 日（木）、北海道（道知事 高橋はるみ）と、暮らしの安全・安心や、道産品の販路 

拡大、「観光」の振興等について、協働事業を実施するため、様々な分野での連携・協力に 

関する包括連携協定を締結いたします。 

なお、セブン-イレブン・ジャパンとイトーヨーカ堂が、行政とこうした協定を同時に 

締結するのは、今回が初めてとなります。 

記 

1. 協定の名称 包括連携協定 

（正式名称：「株式会社セブン-イレブン・ジャパン、 

株式会社イトーヨーカ堂と北海道との 

連携と協力に関する協定書」） 

2. 協定締結日 2008 年 7 月 24 日（木） 

3. 連携事項 

① 暮らしの安全・安心、住民サービスの向上に関すること 

② 道産品の販路拡大に関すること 

③ 就労支援に関すること 

④ 食育や子育て支援に関すること 

⑤ 観光振興に関すること 

⑥ 環境保全に関すること 

⑦ その他、三者間の協議で必要と認められる事項 

＜ご参考 北海道内の店舗数（2008 年 6 月末現在）＞ 

セブン-イレブン 818 店舗、 イトーヨーカドー 13 店舗 

以上


